
再処理事業変更許可申請書の一部補正の概要について 

１．火災等による損傷の防止に関する変更 

 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準の適用を踏まえ、

制御室床下等における固定式消火設備等の設置。

２．外部からの衝撃による損傷の防止に関する変更 

 実用発電用原子炉に係る竜巻影響評価ガイドの適用を踏まえ、安全上重要な施設

を２系統とも竜巻から防護するため、再処理設備本体用・安全冷却水系冷却塔Ａ

を前処理建屋屋上から地上に移設。また、２系統に対して飛来物防護ネット等を

設置。

３．重大事故等の拡大の防止に関する変更 

 臨界事故の拡大を防止するため、放射性物質の閉じ込め方法をセルでの閉じ込め

に代えて、廃ガス貯留槽を設置。

 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため、発生建屋の同時放水と建屋全

体の放水に必要な可搬型放水砲、大型移送ポンプ車の数量等を変更。

４．その他、記載の適正化等 

 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則への適合を踏まえた記載の

適正化。

 実用発電用原子炉の申請書を参考にした再処理事業変更許可申請書の構成や章項

目等の見直し。

各条の主な補正内容を添付資料１に示す。

以 上

令和 2 年 3 月 13 日 

日本原燃株式会社
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添
付
資

料
１

 

 

再
処
理

事
業
変

更
許

可
申
請

書
の

一
部
補

正
に
お
け
る
本

文
、
添
付

書
類
の

主
な
補
正

内
容

 

 【
再

処
理
施
設

の
位

置
、
構
造

及
び
設
備

に
関

す
る
規
則

の
条

文
に
係
る
補
正
】
 
 

再
処

理
施

設
の

位
置
、
構
造
及
び
設
備
の

基
準

に
関
す
る
規
則

 
条
文

 
主

な
補
正
内
容

 

第
１

章
 

総
則
 

第
１

条
（
定

義
）
 

第
２

章
 

安
全

機
能
を
有
す
る
施
設

 

第
２
条
（
核
燃
料
物
質
の
臨
界
防
止
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
（
要
求
事
項
変
更
な
し
）
 

第
３
条
（
遮
蔽
等
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
（
要
求
事
項
変
更
な
し
）
 

第
４
条
（
閉
じ
込
め
の
機
能
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
（
要
求
事
項
変
更
な
し
）
 

第
５
条
（
火
災
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

踏
ま

え
た
記

載
の
適
正

化
 

・
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

火
災

防
護
に

係
る

審
査
基
準
を
踏
ま
え
た
記
載
の
適
正
化
及
び
同
基
準
を
厳
格
適

用
す

る
た
め

、
以
下

を
実
施
 

－
蓄

電
池
室

の
水
素

濃
度
計
の

設
置
 

－
制

御
室
床

下
等
に

お
け
る
固

定
式

消
火

設
備
の

設
置
 

－
消

火
用
水

の
多
重

化
に
向
け

た
バ

イ
パ

ス
ラ
イ

ン
の
設
置

（
既
設
ろ
過
水
貯
槽
か
ら
の
供
給
）
 

－
電

源
内
蔵

式
照
明

設
備
の
設

置
 

－
系

統
分
離

機
能
の

火
災
防
護

対
策
 

第
６
条
（
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
の
地
盤
） 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

第
７
条
（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

・
第
2
6
7回

審
査
会

合
（

H
3
1.
3
.
2
9）

以
降
の

主
な
指

摘
事

項
を

踏
ま
え
、
出
戸
西
方
断
層
の
北
端
及
び
南
端
付
近
で
実
施
し
た
追

加
調

査
結
果

を
反
映
（
断
層
長
さ
約

1
1
km
に
変
更
は
無
し
）

 

第
８
条
（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
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再
処

理
施

設
の

位
置
、
構
造
及
び
設
備
の

基
準

に
関
す
る
規
則

 
条
文

 
主

な
補
正
内
容

 

第
９
条
（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

 

 

竜
巻
 

 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

・
安

全
上

重
要

な
施

設
を

２
系

統
と

も
竜

巻
か

ら
防

護
す
る

た
め
、
再
処
理
設
備
本
体
用
安
全
冷
却
水
系
冷
却
塔
Ａ
の
設
置
場
所

を
前

処
理
建

屋
屋
上

か
ら
地
上

に
変

更
 

・
２
系
統
に
対
し
て
飛
来
物
防
護
ネ
ッ
ト
等
を
設
置
。（

緩
衝
ネ
ッ
ト
か
ら
変
更
）
 

－
再
処
理
設
備
本
体
用
 安

全
冷
却
水
系
冷
却
塔
Ａ
 

－
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
用
 安

全
冷
却
水
系
冷
却
塔
Ｂ
 

－
第
２
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
用
 安

全
冷
却
水
系
冷
却
塔
Ｂ
 

外
部
 

火
災
 

森
林
火
災
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

近
隣
工
場
等
の
火
災
・
爆
発
 
・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

航
空
機
落
下
に
よ
る
火
災
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

・
墜

落
地
点

を
建
屋

至
近
へ
墜

落
す

る
こ

と
を
想

定
し
、
そ

の
火
災
に
よ
り
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
設
計
方
針
に
変
更
 

（
従

来
は
、

外
部
火

災
ガ
イ
ド

に
基

づ
き

、
建
屋

か
ら
離
隔

距
離
を
考
慮
し
た
墜
落
地
点
を
設
定
）
 

・
外

部
火
災

ガ
イ
ド

を
参
考
に

、
燃

料
積

載
量
が

最
大
の
自

衛
隊
機
を
対
象
航
空
機
に
追
加
 

・
屋

外
の
安

全
上
重

要
な
施
設

に
つ

い
て

防
護
対

策
（
耐
火

被
覆
又
は
遮
熱
板
等
を
設
置
）
を

実
施
 

航
空
機
落
下
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

・
再

処
理
施

設
の
防

護
設
計
の

実
施

有
無

を
踏
ま

え
た
確
率

評
価
の
見
直
し
 

（
防

護
設
計

建
屋
は

確
率
評
価

で
１

０
分

の
１
の

係
数
を
用

い
る
）
 

落
雷
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

火
山
の
影
響
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

・
第

2
6
7
回
審

査
会
合

（
H
31
.
3
.
2
9
）

以
降

の
主
な

指
摘
事

項
を
踏
ま
え
、
降
下
火
砕
物
の
評
価
対
象
を
「
十
和
田
中
掫
テ
フ
ラ
」

か
ら

「
甲
地

軽
石
」

に
変
更
し

、
降

下
火

砕
物
の

設
計
層
厚

を
3
6
c
mか

ら
5
5
cm
に
、
密
度

を
1
.
5
 
g/
c
m
3
か
ら
1
.
3
g
/c
m
3
に
変
更
 

そ
の
他
外
部
衝
撃
 
 
 
 
 
 
 
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

第
１
０
条
（
再
処
理
施
設
へ
の
人
の
不
法
な

侵
入
等
の
防
止
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

第
１
１
条
（
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
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再
処

理
施

設
の

位
置
、
構
造
及
び
設
備
の

基
準

に
関
す
る
規
則

 
条
文

 
主

な
補
正
内
容

 

第
１
２
条
（
化
学
薬
品
の
漏
え
い
に
よ
る
損

傷
の
防
止
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

第
１
３
条
（
誤
操
作
の
防
止
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

第
１
４
条
（
安
全
避
難
通
路
等
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

第
１
５
条
（
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）
 

 

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
、
安
全
上
重

要
な
施
設
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

内
部
飛
散
物
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

他
施
設
と
の
共
用
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

・
共

用
範
囲

の
明
確

化
 

第
１
６
条
 （

運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
及

び
設
計
基
準
事
故
の
拡
大
の
防
止
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化

（
要
求
事
項
変
更
な
し
）
 

第
１
７
条
（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
等
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化

（
要
求
事
項
変
更
な
し
）
 

第
１
８
条
（
計
測
制
御
系
統
施
設
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化

（
要
求
事
項
変
更
な
し
）
 

第
１
９
条
（
安
全
保
護
回
路
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化

（
要
求
事
項
変
更
な
し
）
 

第
２
０
条
（
制
御
室
等
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

第
２
１
条
（
廃
棄
施
設
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化

（
要
求
事
項
変
更
な
し
）
 

第
２
２
条
（
保
管
廃
棄
施
設
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化

（
要
求
事
項
変
更
な
し
）
 

第
２
３
条
（
放
射
線
管
理
施
設
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化

（
要
求
事
項
変
更
な
し
）
 

第
２
４
条
（
監
視
設
備
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

第
２
５
条
（
保
安
電
源
設
備
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

第
２
６
条
（
緊
急
時
対
策
所
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化

（
要
求
事
項
変
更
な
し
）
 

第
２
７
条
（
通
信
連
絡
設
備
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

第
３

章
 

重
大

事
故
等
対
処
施
設

 

第
２
８
条
（
重
大
事
故
等
の
拡
大
の
防
止
等
）
 
・
選

定
の
考

え
方
の

見
直
し
に

よ
り

対
象

機
器
の

明
確
化
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再
処

理
施

設
の

位
置
、
構
造
及
び
設
備
の

基
準

に
関
す
る
規
則

 
条
文

 
主

な
補
正
内
容

 

・
設

計
基
準

を
超
え

る
条
件
の

地
震

に
つ

い
て
、

入
力
を
一

律
に

上
乗
せ
（
基
準
地
震
動
を
1
.
2
倍
）
 

第
２
９
条
（
火
災
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

・
第

５
条
（

火
災
等

に
よ
る
損

傷
の

防
止

）
と
同

様
 

第
３
０
条
（
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
地
盤
） 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

第
３
１
条
（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

・
第

７
条

（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
と
同
様
 

第
３
２
条
（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

第
３
３
条
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
 

・
重

大
事
故

等
の
対

策
の
見
直

し
に

よ
り

、
外
部

保
管
エ
リ

ア
を
一
部
変
更
 

・
２

８
条
の

基
準
地

震
動
の

1
.
2
倍
入

力
を
踏

ま
え
た
設

計
方

針
の
明
確
化
 

第
３
４
条
（
臨
界
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る

た
め
の
設
備
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

・
可
溶

性
中

性
子
吸

収
材
の
供

給
を

手
動

か
ら
自

動
に
変
更

 

・
臨
界

事
故

の
拡

大
防

止
と

し
て

、
放

射
性

物
質

の
閉

じ
込

め
方
法

を
変
更

（
セ
ル
閉
じ

込
め
か

ら
廃
ガ

ス
貯
留
槽
で

の
貯
留

へ

変
更

）
 

・
連
鎖

を
踏

ま
え
て

放
射
線
分

解
水

素
の

対
策
を

追
加
 

第
３
５
条
（
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発

乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

・
セ
ル

導
出

前
に
フ

ィ
ル
タ
を

追
加
 

第
３
６
条
（
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水

素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

・
セ
ル

導
出

前
に
フ

ィ
ル
タ
を

追
加
 

・
不
確

か
さ

を
考
慮

し
た
評
価

に
変

更
 

第
３
７
条
（
有
機
溶
媒
等
に
よ
る
火
災
又
は

爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

・
事

象
選
定

の
考
え

方
の
見
直

し
に

よ
り

有
機
溶

媒
火
災
を

重
大
事
故
か
ら
除
外
 

・
T
B
P
等

の
錯

体
の
急

激
な
分

解
反

応
に

よ
る
拡

大
防
止
と

し
て

、
供
給
液
の
供
給
停
止
に
自
動
停
止
を
追
加
 

・
T
B
P
等
の

錯
体
の

急
激
な
分

解
反

応
に

よ
る
拡

大
防
止
と

し
て
、
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
方
法
を

変
更
（
セ
ル
閉
じ
込
め
か
ら

廃
ガ

ス
貯
留

槽
（
第

３
４
条
と

兼
用

）
で

の
貯
留

へ
変
更
）
 

第
３
８
条
（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等

の
た
め
の
設
備
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

・
プ

ー
ル

水
漏

え
い

の
評

価
条

件
を

配
管

破
断

と
ス

ロ
ッ
シ

ン
グ
が
同
時
発
生
し
た
場
合
か
ら
配
管
破
断
後
ス
ロ
ッ
シ
ン
グ
が
発

生
し

た
場
合

に
変
更
 

・
止

水
板
及

び
蓋
を

追
加
 

5



再
処

理
施

設
の

位
置
、
構
造
及
び
設
備
の

基
準

に
関
す
る
規
則

 
条
文

 
主

な
補
正
内
容

 

・
プ

ー
ル
水

温
度
上

昇
評
価
を

プ
ー

ル
全

体
か
ら

プ
ー
ル
個

別
の
条
件
に
変
更
 

第
３
９
条
（
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
に
対
処

す
る
た
め
の
設
備
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

・
選

定
の
考

え
方
の

見
直
し
に

よ
り

対
象

外
に
変

更
 

第
４
０
条
（
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
等

の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

・
発

生
建
屋

の
同
時

放
水
と
建

屋
全

体
の

放
水
に

必
要
な
可

搬
型

放
水
砲
、
大
型
移
送
ポ
ン
プ
車
の
数
量
等
を
変
更
 

第
４
１
条
（
重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要

と
な
る
水
の
供
給
設
備
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

・
水

源
の

確
保

を
適

合
性

の
範

囲
と

し
、

水
源

（
第

１
貯
水

槽
）
か
ら
重
大
事
故
等
へ
の
対
処
設
備
ま
で
の
水
供
給
設
備
は
、
各

重
大

事
故
等

へ
の
対

処
設
備
に

構
成

見
直

し
 

・
放

出
抑
制

対
処
の

見
直
し
に

よ
り

敷
地

外
水
源

か
ら
の
水

の
補
給
設
備
で
あ
る
大
型
移
送
ポ
ン
プ
車
の
数
量
等
を
変
更
 

第
４
２
条
（
電
源
設
備
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

・
外

的
要

因
の

考
え

方
の

変
更

に
伴

う
非

常
用

電
源

建
屋
の

電
源
の
確
保
に
関
す
る
変
更
（
共
通
電
源
車
か
ら
の
給
電
の
取
り
や

め
）
 

・
制

御
室
換

気
設
備

の
電
源
確

保
の

た
め

可
搬
型

発
電
機
を

追
加
（
共
通
電
源
車
か
ら
可
搬
型
発
電
機
へ
の
変
更
）
 

・
大

型
移
送

ポ
ン
プ

車
の
駆
動

用
の

軽
油

貯
蔵
タ

ン
ク
を
４

基
か
ら
６
基
に
変
更
 

第
４
３
条
（
計
装
設
備
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

・
重

大
事

故
発

生
時

に
制

御
室

、
緊

急
時

対
策

所
へ

の
伝
送

時
間
の
短
縮
を
図
る
た
め
、
可
搬
型
計
器
か
ら
パ
ラ
メ
ー
タ
を
伝
送

す
る

ケ
ー
ブ

ル
の
常

設
化
、
建

屋
間

伝
送

用
無
線

装
置
を
設

置
 

・
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ

、
補
助
パ

ラ
メ

ー
タ

の
考
え

方
を
追
加

 

第
４
４
条
（
制
御
室
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

・
制

御
室
に

お
け
る

居
住
性
確

保
を

確
実

に
行
う

た
め
、
可

搬
型
送
風
機
を
追
加
 

・
使

用
済
燃

料
受
入

れ
施
設
及

び
貯

蔵
施

設
の
制

御
室
に
お

い
て

重
大
事
故
等
の
対
処
を
行
う
た
め
居
住
性
を
確
保
 

第
４
５
条
（
監
視
測
定
設
備
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

・
排

気
口
に

お
け
る

放
射
性
物

質
の

濃
度

の
測
定

対
象
に
北

換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
を
追
加
 

第
４
６
条
（
緊
急
時
対
策
所
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

・
居

住
性
を

確
保
の

た
め
遮
蔽

、
換

気
系

統
の
明

確
化
 

第
４
７
条
（
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
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再
処

理
施

設
の

位
置
、
構
造
及
び
設
備
の

基
準

に
関
す
る
規
則

 
条
文

 
主

な
補
正
内
容

 

な
設
備
）
 

・
重

大
事
故

発
生
時

に
通
話
装

置
の

信
頼

性
向
上

の
た
め
、

可
搬

型
通
話
装
置
を
接
続
す
る
ケ
ー
ブ
ル
の
耐
震
性
を
見
直
し
 

そ
の
他
（
予
備
品
等
の
確
保
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

そ
の
他
（
手
順
・
体
制
）
 

・
事

業
指
定

基
準
規

則
及
び
同

解
釈

を
踏

ま
え
た

記
載
の
適

正
化
 

・
技

術
的
能

力
審
査

基
準
及
び

同
解

釈
を

踏
ま
え

た
記
載
の

適
正
化
 

・
各

重
大
事

故
等
の

変
更
を
踏

ま
え

て
手

順
を
見

直
し
 

 【
そ
の

他
の

補
正
（
新
規

制
基

準
の

条
文
要

求
に
直
接
関

係
し
な
い
事
項

等
）
】
 
 

補
正
項
目

 
主

な
補
正
内
容

 

添
付

書
類
一
 

（
平

和
利
用

）
 

・
回

収
し

た
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
等

を
平

和
の

目
的

に
利

用
す
る

こ
と

に
関
し
て
原
子
力
発
電
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
等
の

実
施

に
関
す

る
法
律

等
と
の
関

係
を

明
確

化
 

添
付

書
類
二
 

（
事

業
計
画

書
）
 

・
再

処
理

機
構

と
締

結
し

て
い

る
使

用
済

燃
料

再
処

理
役
務

委
託

契
約
に
基
づ
く
資
金
の
流
れ
等
を
明
確
化
、
工
事
に
要
す
る
資

金
の

更
新
 

添
付
書
類
三
 

（
変
更
に
係
る
再
処
理
に
関
す
る
技
術
的
能

力
に
関
す
る
説
明
書
）
 

・
各

組
織
の

役
割
分

担
の
明
確

化
に

関
す

る
記
載

の
充
実
化

や
技

術
者
数
、
有
資
格
者
数
の
更
新
 

そ の 他 の 設 計 変 更
 

敷
地
の
変
更
、
安
全
解
析
に
使
用
す
る

気
象
条
件
の
変
更
等
と
こ
れ
ら
の
変

更
に
伴
う
線
量
評
価
等
の
変
更
 

・
再

処
理

施
設

の
南

側
に

位
置

す
る

環
境

管
理

セ
ン

タ
ー
の

周
辺

監
視
区
域
と
再
処
理
施
設
等
の
周
辺
監
視
区
域
を
一
元
化
す
る

た
め

に
、
敷

地
境
界

を
変
更
し

、
変

更
に

伴
い
敷

地
を
拡
大

 

・
安
全
解
析
に
使
用
す
る
気
象
条
件
の
変
更
等
と
こ
れ
ら
の
変
更
に
伴
う
線
量
評
価
等
の
変
更
 

固
化
セ
ル
圧
力
放
出
系
の
高
性
能
粒

子
フ
ィ
ル
タ
の
１
段
か
ら
２
段
へ
の

変
更
 

・
安

全
性

向
上

の
観

点
か

ら
、

設
計

基
準

事
故

時
の

公
衆
へ

の
線
量
を
低
減
す
る
た
め
に
、
固
化
セ
ル
圧
力
放
出
系
の
高
性
能
粒

子
フ

ィ
ル
タ

を
１
段

か
ら
２
段

に
変

更
 

第
２
低
レ
ベ
ル
廃
棄
物
貯
蔵
系
の
最

大
保
管
廃
棄
能
力
変
更
 

・
放

射
性
廃

棄
物
の

保
管
廃
棄

能
力

を
確

実
に
確

保
す
る
観

点
か
ら
、
低
レ
ベ
ル
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
設
備
の
第
２
低
レ
ベ
ル
廃
棄

物
貯

蔵
系
の

最
大
保

管
廃
棄
能

力
を

変
更
 

MO
X燃

料
加
工
施
設
と
の
共
用
及
び
取

り
合
い
に
係
る
変
更
 

・
使

用
済

燃
料

か
ら

分
離

し
た

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム
混

合
酸
化
物
を
、
再
処
理
事
業
所
内
に
設
置
さ
れ
る
加
工
事
業
に
係
る

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

酸
化

物
燃

料
加

工
施

設
へ
の

払
い
出
し
等
を
行
う
た
め
、
払
い
出
し
及
び
そ
れ
に
伴
う
共
用
に
係

る
変

更
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補
正
項
目

 
主

な
補
正
内
容

 

使
用
済
燃
料
の
冷
却
期
間
の
変
更
（
15
 

年
冷
却
）
 

・
現

実
的

な
使
用

済
燃
料

の
冷

却
期

間
と

し
て

、
再

処
理
施

設
に

受
け
入
れ
る
ま
で
の
冷
却
期
間
を
１
年
か
ら
概
ね
1
2
 
年
、
せ
ん

断
処

理
す
る

ま
で
の

冷
却
期
間

を
４

年
か

ら
1
5
 年

に
変
更

 

安
全
冷
却
水
系
冷
却
塔
の
設
置
位
置

の
変
更
 

・
第

９
条
（

外
部
か

ら
の
衝
撃

に
よ

る
損

傷
の
防

止
）
の
竜

巻
に

記
載
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